
『謝罪文』手交するも
会社の謝罪無し

最
高
裁
判
所
は
９
月
12

日
、
会
社
が
上
告
受
理
申
し

立
て
を
行
っ
た
平
成

年
29

（
行
ヒ
）
第
２
５
３
号
事
件

（
通
称
「
静
岡
掲
示
物
不
当

撤
去
事
件
」
）
に
つ
い
て
、

上
告
審
と
し
て
受
理
し
な
い

と
決
定
し
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
会
社
が
組
合
掲
示
物

を
撤
去
し
た
こ
と
は
不
当
労

働
行
為
で
あ
る
と
判
断
し
た

静
岡
地
方
労
働
委
員
会
の
命

令
通
り
と
な
り
、
完
全
大
勝

利
を
勝
ち
取
り
ま
し
た
。

こ
の
事
件
は
、
静
岡
地
本

情
報
『
Ｊ
Ｒ
東
海
労
静
岡
』

№

（
２
０
１
３
年
２
月

15

10

日
発
行
）
を
会
社
が
不
当
に

も
掲
示
板
か
ら
撤
去
し
た
た

め
、
同
年
６
月

日
静
岡
県

11

労
働
委
員
会
に
不
当
労
働
行

為
救
済
を
申
し
立
て
た
案
件

で
す
。
こ
の
情
報
は
、
ボ
ー

ナ
ス
カ
ッ
ト
は

歳
以
降
の

60

雇
用
に
直
結
す
る
攻
撃
と
し

て
、
そ
の
不
当
性
を
ア
ピ
ー

ル
し
た
内
容
の
も
の
で
す
。

静
岡
県
労
働
委
員
会
は
２
０

１
４
年
８
月

日
、
私
た
ち

28

の
主
張
を
認
め
、
不
当
労
働

行
為
を
認
定
し
救
済
命
令
を

出
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
会
社
は
２
０
１

５
年

月
８
日
、
命
令
を
不

10

服
と
し
て
、
中
央
労
働
委
員

会
へ
の
再
審
査
申
し
立
て
を

行
わ
ず
、
静
岡
県
を
相
手
取

り
、
静
岡
地
方
裁
判
所
に
労

働
委
員
会
命
令
の
取
り
消
し

を
求
め
提
訴
し
ま
し
た
。
Ｊ

Ｒ
東
海
労
は
、
補
助
参
加
人

と
し
て
裁
判
に
参
画
し
て
き

ま
し
た
。
静
岡
地
方
裁
判
所

は
２
０
１
６
年
１
月

日
、

28

会
社
の
主
張
を
お
お
む
ね
認

め
る
不
当
判
決
を
言
い
渡
し

ま
し
た
。
静
岡
県
は
、
判
決

を
不
服
と
し
て
東
京
高
等
裁

判
所
に
控
訴
し
、
２
０
１
７

年
３
月
９
日
、
私
た
ち
（
静

岡
県
と
Ｊ
Ｒ
東
海
労
）
の
主

張
を
支
持
し
た
逆
転
勝
利
判

名
古
屋
地
本
は
９
月
26

日
、
「
蒲
郡
駅
事
件
か
ら
10

年
、
新
た
な
闘
い
を
創
造
す

る
集
会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

集
会
に
は
、
組
合
員
・
Ｏ
Ｂ

な
ど

名
が
参
加
し
ま
し

25

た
。
２
０
０
７
年
９
月

日
、

27

加
藤
誠
二
さ
ん
は
不
当
に
も

解
雇
さ
れ
、
今
年
で
ち
ょ
う

ど

年
の
節
目
で
す
。

10地
本
山
田
委
員
長
は
、「
加

藤
誠
二
さ
ん
の
苦
闘
を
共
有

し
、
新
た
な
闘
い
を
創
造
す

る
た
め
に
奮
闘
し
よ
う
」
と

訴
え
ま
し
た
。

加
藤
誠
二
さ
ん
は
、
「
判

決
よ
り
も
、
名
古
屋
地
本
に

い
た
と
き
、
先
の
見
え
な
い

中
不
安
で
あ
っ
た
。
苦
難
な

壁
が
人
生
に
は
あ
る
。
逃
げ

て
い
た
の
で
は
、
同
じ
苦
難

が
訪
れ
た
と
き
乗
り
越
え
れ

な
い
。
時
間
が
か
か
っ
て
も

向
か
っ
て
い
く
こ
と
だ
。
こ

れ
ま
で
多
く
の
仲
間
の
皆
さ

ん
に
支
え
て
頂
い
た
。
事
件

当
時
の
苦
労
も
あ
っ
た
が
、

そ
れ
以
降
の
苦
労
も
大
き
か

っ
た
。
冤
罪
を
許
さ
な
い
闘

い
で
支
援
頂
い
た
団
体
や
労

働
組
合
と
は
、
こ
れ
か
ら
も

連
帯
を
継
続
し
て
い
く
こ
と

が
大
切
。
自
分
と
Ｊ
Ｒ
東
海

労
の
闘
い
を
理
解
し
て
応
援

し
て
く
れ
た
家
族
に
感
謝
し

た
い
」
と
挨
拶
し
ま
し
た
。

集
会
で
は
、
警
察
権
力
の

弾
圧
や
ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
っ

て
、
確
実
に
組
織
が
強
化
さ

れ
た
こ
と
を
確
認
し
、
新
た

な
闘
い
を
創
造
し
て
い
く
こ

と
を
意
思
統
一
し
ま
し
た
。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

（１）第３９１号 Ｊ Ｒ 東 海 労 ２０１７年（平成２９年）１０月１日

２０１７年

１０月１日

第３９１号

http://www.geocities.jp/jrtoukairou/

〒145-0031 東京都品川区西五反田3-2-13
目黒さつきビル３階

℡ 03-6303-9134 FAX 5487-7844
Ｅメール jrtoukairou@yahoo.co.jp

ＪＲ東海労働組合

発行人 小林 光昭
編集人 高山 浩

決
を
勝
ち
取
り
ま
し
た
。
会

社
は
、
控
訴
審
判
決
を
不
服

と
し
最
高
裁
判
所
に
上
告
受

理
申
し
立
て
を
行
い
ま
し
た

が
、
最
高
裁
判
所
は
、
上
告

審
と
し
て
受
理
し
な
い
と
決

定
し
ま
し
た
。

裁
判
の
過
程
で
東
京
高
等

裁
判
所
は
、
労
使
双
方
に
苦

情
処
理
会
議
の
歴
史
、
背
景
、

運
用
な
ど
の
調
査
を
要
請
し

ま
し
た
。
Ｊ
Ｒ
東
海
労
は
、

全
地
本
か
ら
苦
情
処
理
会
議

制
度
が
会
社
に
よ
り
形
骸
化

さ
れ
て
い
る
実
態
を
暴
露
し

て
き
ま
し
た
。
こ
の
勝
利
は
、

全
地
本
の
連
帯
し
た
闘
い
の

結
果
で
す
。

会
社
は
本
部
と
９
月
25

日
、
静
岡
地
本
と
９
月

日
、

26

謝
罪
文
の
手
交
を
行
い
ま
し

た
。
し
か
し
会
社
は
、
不
当

労
働
行
為
の
事
実
は
認
め

ず
、
謝
罪
の
な
い
意
思
を
示

し
た
の
で
す
。

蒲
郡
駅
事
件
か
ら

年
！

10

名
古
屋
地
本
が
集
会
開
催
！

静岡県労働委員会が命令した『謝罪文』



組合員の切実な要求は無視！
2017年度基本協約・協定改訂交渉集約

専
任
社
員
で
㈱
関
西
新
幹

線
サ
ー
ビ
ッ
ク
に
出
向
中
の

多
田
一
夫
さ
ん
は
９
月
１

日
、
多
田
さ
ん
が
申
請
し
た

年
休
を
同
社
が
私
事
欠
勤

（
無
給
）
に
し
た
こ
と
は
、

労
基
法
第

条
お
よ
び
サ
ー

39

ビ
ッ
ク
会
社
の
就
業
規
則
に

反
し
て
い
る
不
法
行
為
で
あ

る
と
し
て
、
大
阪
地
方
裁
判

所
に
損
害
賠
償
請
求
本
人
訴

訟
を
提
起
し
ま
し
た
。

多
田
さ
ん
は
１
月

日
、

21

勤
務
中
に
体
調
を
崩
し
た
た

め
、
上
司
に
そ
の
旨
を
伝
え
、

翌

日
を
年
休
申
請
し
、
休

22
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
22

日
多
田
さ
ん
は
体
調
が
回
復

し
た
た
め
、
病
院
に
は
行
か

ず
自
宅
療
養
し
ま
し
た
。
同

社
は
、
診
断
書
を
提
出
し
て

い
な
い
な
ど
と
い
う
理
由
を

つ
け
、
多
田
さ
ん
に
対
し
て

年
休
を
欠
勤
扱
い
と
し
た
の

で
す
。

新
幹
線
関
西
地
本
は
９
月

１
日
、
西
町
甲
東
会
館
で
「
損

害
賠
償
請
求
本
人
訴
訟
提
訴

報
告
集
会
」
を
開
催
し
、
同

社
の
不
法
性
を
明
ら
か
に
す

る
と
共
に
、
全
組
合
員
で
多

田
さ
ん
を
支
え
る
こ
と
を
意

思
統
一
し
ま
し
た
。

新
幹
線
地
本
は
９
月
24

日
、
平
和
研
修
を
開
催
し
ま

し
た
。
研
修
に
は
、

名
を

30

越
え
る
組
合
員
・
家
族
・
Ｏ

Ｂ
が
参
加
し
、
王
子
、
十
条

付
近
の
旧
軍
事
施
設
跡
地

（
東
京
第
一
、
第
二
陸
軍
造

兵
廠
）
の
殉
難
者
慰
霊
碑
、

圧
磨
機
圧
輪
記
念
碑
、
火
薬

爆
発
事
故
犠
牲
者
の
慰
霊

碑
、
図
書
館
、
レ
ン
ガ
パ
ー

ク
な
ど
を
見
学
し
ま
し
た
。

ス
ト
ッ
プ
・
リ
ニ
ア
！
訴

訟
第
６
回
口
頭
弁
論
が
東
京

地
方
裁
判
所
で
開
廷
さ
れ
ま

し
た
。
多
く
の
新
幹
線
地
本

の
組
合
員
・
Ｏ
Ｂ
が
傍
聴
券

獲
得
の
取
り
組
み
に
参
加
し

ま
し
た
。

意
見
陳
述
に
は
、
静
岡
県

在
住
の
弁
護
士
と
２
名
の
住

民
が
証
言
台
に
立
ち
、
パ
ワ

ー
ポ
イ
ン
ト
を
使
っ
て
、
分

か
り
や
す
く
大
井
川
源
流
を

中
心
と
し
た
環
境
破
壊
の
危

険
性
、
環
境
影
響
評
価
の
杜

撰
（
ず
さ
ん
）
さ
に
つ
い
て

説
明
し
ま
し
た
。

裁
判
終
了
後
に
は
、
議
員

会
館
で
報
告
集
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

（２）第３９１号 Ｊ Ｒ 東 海 労 ２０１７年（平成２９年）１０月１日

本
部
は
９
月

日
、
２
０

25

１
７
年
度
基
本
協
約
・
協
定

改
訂
交
渉
を
集
約
し
、
会
社

に
妥
結
を
通
告
し
ま
し
た
。

本
部
は
８
月
７
日
、
申
第

号
「
２
０
１
７
年
度
基
本

11協
約
・
協
定
改
訂
に
関
す
る

申
し
入
れ
」
を
会
社
に
申
し

入
れ
ま
し
た
。
重
点
項
目
と

し
て
、
①

歳
以
降
の
雇
用

60

・
労
働
条
件
改
善
、
②
リ
ニ

ア
建
設
に
伴
う
効
率
化
反

対
、
③
適
切
な
要
員
配
置
（
休

日
出
勤
・
年
休
失
効
解
消
）
、

④
新
人
事
・
賃
金
制
度
の
検

証
、
格
差
ベ
ア
反
対
の
４
項

目
を
中
心
に
、
労
使
関
係
に

関
わ
る
基
本
協
約
・
協
定
や

労
働
条
件
の
改
善
、
安
全
対

策
の
強
化
等
組
合
員
の
切
実

な
要
求
１
９
８
項
目
の
交
渉

を
行
い
ま
し
た
。

団
体
交
渉
は
、
「
再
申
し

入
れ
」
に
基
づ
く
交
渉
を
含

め
て
９
回
開
催
し
ま
し
た
。

粘
り
強
く
議
論
を
し
て
き
ま

し
た
が
、
会
社
は
組
合
員
の

不
誠
実
な
回
答
を
繰
り
返
し

ま
し
た
。

会
社
は
９
月

日
の
第
８

14

回
団
体
交
渉
で
、
最
終
回
答

を
示
し
ま
し
た
。
回
答
内
容

は
、
「
小
学
生
３
年
生
以
下

の
子
供
を
養
育
す
る
社
員
の

短
日
数
勤
務
制
度
の
新
設
」

「
総
合
研
修
セ
ン
タ
ー
等
で

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
導

入
」
「
育
児
介
護
休
業
法
の

改
正
に
踏
ま
え
た
育
児
等
に

関
す
る
取
扱
い
の
変
更
」「
プ

ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
職
社

員
、
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
職
社
員

の
エ
リ
ア
・
チ
ェ
ン
ジ
制
度

の
導
入
」
「
会
社
が
認
め
た

場
合
、

歳
ま
で
働
け
る
シ

70

ニ
ア
契
約
社
員
制
度
の
導

入
」
「
定
期
健
康
診
断
時
の

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
項
目
の

充
実
」
「
社
内
に
相
談
窓
口

を
設
け
る
禁
煙
に
関
す
る
支

援
の
充
実
」
「
名
古
屋
セ
ン

ト
ラ
ル
病
院
の
治
療
衣
（
マ

タ
ニ
テ
ィ
）
の
変
更
」
と
い

う
も
の
で
し
た
。
本
部
は
持

ち
帰
り
検
討
と
し
ま
し
た

が
、
重
点
項
目
に
お
け
る
前

進
は
な
く
、
同
日
『
申
第
15

号
』
と
し
て
再
申
し
入
れ
を

行
い
、
最
後
ま
で
粘
り
強
く

会
社
を
追
及
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
Ｊ
Ｒ
東
海
ユ
ニ

オ
ン
が
回
答
当
日
に
先
行
妥

結
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
以

上
の
前
進
を
勝
ち
取
る
こ
と

は
困
難
と
判
断
し
、
交
渉
の

集
約
に
至
り
ま
し
た
。

０
名
も
の
労
働
者
、
市
民
が

結
集
し
、
Ｊ
Ｒ
東
海
労
は
Ｊ

Ｒ
総
連
の
仲
間
２
５
０
名
と

共
に
参
加
し
ま
し
た
。
デ
モ

行
進
で
は
、
安
保
法
や
原
発

再
稼
働
反
対
の
声
を
訴
え
て

き
ま
し
た
。

ま
た
翌

日
に
は
、
戦
争

19

さ
せ
な
い
・
９
条
壊
す
な
！

総
が
か
り
行
動
実
行
委
員
会

主
催
の
「
戦
争
法
強
行
採
決

か
ら
２
年
、
戦
争
法
・
共
謀

罪
の
廃
止
と
安
倍
内
閣
退
陣

を
求
め
る
集
会
」
が
国
会
議

事
堂
正
門
前
で
開
催
さ
れ
、

Ｊ
Ｒ
東
海
労
は
新
幹
線
地
本

組
合
員
・
Ｏ
Ｂ
が
積
極
的
に

参
加
し
て
き
ま
し
た
。

南
ア
ル
プ
ス
の
環
境
破
壊
は
深
刻
！

ス
ト
ッ
プ
・
リ
ニ
ア
！
訴
訟
第
６
回
口
頭
弁
論

「
さ
よ
う
な
ら
原
発
さ
よ

う
な
ら
戦
争
全
国
集
会
」
が

９
月

日
、
東
京
代
々
木
公

18

園
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
集

会
に
は
全
国
か
ら
９
，
５
０

戦
争
反
対
！
原
発
再
稼
働
反
対
！

各
集
会
に
参
加

を
与
え
る
こ
と
が
事
業
の
正

常
な
運
営
を
妨
げ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
他
の
時
季
に
こ

れ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る

（
正
常
な
運
営
を
妨
げ
な
い

場
合
は
、
年
休
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
）。

【
参
考
・
解
説
】

労
働
基
準
法
第

条
39

使
用
者
は
、
有
給
休
暇
（
年

休
）
を
労
働
者
の
請
求
す
る

時
季
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
（
労
働
者
か
ら
）
請

求
さ
れ
た
時
季
に
有
給
休
暇

都心の軍事施設跡を見学
新幹線地本平和研修

年
休
を
欠
勤
に
し
た
の
は
不
当
だ
！

多
田
さ
ん
本
人
訴
訟
で
提
訴
！


